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●　このたび、個人型確定拠出年金（「個人型年金」と称し
ます。）の加入者となる従業員（第２号加入者）を使用す
る事業所として、登録させていただきました。（個人型年
金規約に基づき「登録事業所」と称します。）

●　この手引きは、個人型年金の第２号加入者のために、登
　録事業所の事業主の皆様にご協力いただきたい事項をご説
　明するために作成したものです。
 
●　この手引きとともに「事業所登録通知書」をお送りして
　おりますが、「事業所登録通知書」に記載された「登録事
　業所番号」は、貴事業所の従業員が新規に加入の申込をす
　るときや、事業主の皆様や加入者が様々な届出をする際に
　必要になりますので、お手元にお控えいただくとともに、
　貴事業所の加入者および加入しようとしている従業員に周
　知してください。 
 
●　なお、新規の加入申出や、諸届出は原則として国民年金
　基金連合会から委託を受けて受付業務を行う金融機関（「受
　付金融機関」と称します。）に提出することになっています。

●　貴事業所の従業員のため、事業主の皆様のご協力をお願
　いいたします。

●　担当の国民年金基金について
　　事業主の皆さんからのお問い合わせやご相談については、
　原則として事業所の所在地の都道府県の国民年金基金にお
　いて承ります。（担当となる基金は、事業所登録通知書に
　記載されております。）

●　ただし、事業主が職能型の国民年金基金を指定した場合は、
　当該職能型国民年金基金が担当となります。
 
●　この小冊子の末尾に個人型年金の業務を行う国民年金基
　金の一覧表がありますので、ご参照ください。

事業主の方へ
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●企業年金制度等の対象者ではない企業の従業員でも、公

　的年金に上乗せされる年金を、個人型年金で形成するこ

　とができます。

具体的には次の要件のすべてに該当する者は、個人型年

金の第2号加入者となることができます。

　１． 国民年金法第７条第１項第２号に規定する第２号被

　　　  保険者であること

　２． 事業所において企業型年金を実施していないこと。　

　　　 実施している場合は、企業型年金の加入者の資格を

　　　  有しておらず、かつ次に該当しないこと

　 （１）一定の勤続年数または年齢に達しないために企業

　　　　  型年金加入者とならない者

　  （２）企業型年金加入者とならないことを選択した者

　３． 事業所において確定給付の企業年金制度を実施して

　　　 いないこと。実施している場合は、当該制度の加入

　　　  者等の資格を有していないこと

　４． 国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組

　　　  合員でないこと

　５．  私立学校教職員共済制度の加入者でないこと

１.  個人型年金の加入申込と
　   事業主証明書について
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●従業員が個人型年金への加入申込をするにあたっては、

　法令上、上記の資格要件に関する事業主の証明（「事業所

　登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書（K－

　101）」）が必要とされています。

　また、以下の場合にも事業主の方の証明が必要です。

１．年１回の現況届（第２号加入者の加入資格に関する届出）

●　第２号加入者は、企業の従業員として個人型年金に加入でき

　る資格に変動がなかったかどうかについて、年１回届け出るこ

　とが法令上、義務付けられています。

●　この届出には、事業所において企業年金制度等を実施してい

　ないこと、また実施している場合は第２号加入者が当該企業年

　金制度の加入資格を有しないことについて、事業主の方の証明

　が必要です。

●　具体的には、第２号加入者が以下に示す者でないことについて、

　事業主の方に証明していただくことになります。

　①企業型年金の加入者

　②企業年金等（厚生年金基金・適格退職年金制度など）の加入

　　員、加入者または受益者等（※）

　  （※）石炭鉱業年金基金に係る坑内員等を含みます。

　③国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員

　④私立学校教職員共済制度の加入者

●　この届出は、各加入者が連合会の委託を受けた記録関連運営

　管理機関へ直接届け出ることも可能ですが、実務上は、事業主

　が従業員分を取りまとめて各記録関連運営管理機関に提出する方

　法をとっています。

●　具体的な届出の書式および届出の期日については、記録関連

　運営管理機関から、事業主の方にお知らせいたします。

●　届出期日の１ヶ月前までに、記録関連運営管理機関から事業

　主の方に、届出が必要となる加入者のリストが送られます。

●　届出期日までに提出されない場合、当該加入者の掛金引落し

が停止となることがありますので、ご注意ください。

 

２．加入者が他の登録事業所から転職してきたとき　

●　加入者は、「加入者登録事業所変更届（K－011）」を提出しな

ければなりません。

　⇒『加入者が他の登録事業所から転職してきたとき』（２５頁）

　を参照してください。

３．第１号加入者（自営業者等で個人型年金に加入していたもの）

　　を採用したとき

●　加入者は、「加入者被保険者種別変更届（K－010）」を提出し

　なければなりません。

　⇒『第１号加入者（自営業者等で個人型年金に加入していたも

　　　の）を採用したとき』（２７頁）を参照してください。　　　
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いずれの場合も、加入者はそれぞれの届出書等に、事業主の方の

証明書を添付することが、法令により義務付けられていますので、

ご協力をお願いします。

●　個人型年金の掛金の納付は、毎月の掛金を翌月の２６

日（休業日の場合は翌営業日）に口座振替を行うことによ

り納付します。

●　第２号加入者の場合、加入者の前月末日の資格をもと

に事業主の口座又は加入者本人名義の口座から口座振替

により掛金を連合会が収納します。前者を「事業主払込」、

後者を「個人払込」と称します。

● 「事業主払込」によって掛金を納付していただいている

事業所において、給与天引きを希望しない加入者（従業

員）がいる場合は、「個人払込」を行う事業所としてあ

らたに登録していただくことになります。

●　この場合には、１つの事業所において、掛金納付の方法

として「事業主払込」と「個人払込」を併用されることに

なり、２つの登録事業所番号が併存することになります。

●　取り扱い上は、１つの事業所でありながら全く異なる

事業所としての扱いとなりますので、登録事業所番号を

混同しないようご留意ください。

●　「事業主払込」の場合、「個人型年金掛金納付結果通知

書兼個人型年金掛金引落事前通知書」をお送りし、当月の

引落予定明細と前月の引落結果明細をお知らせします。

2.  掛金の納付について
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●　第２号加入者の掛金は、小規模企業共済等掛金として所得控

除の対象となります。

●　掛金を給与等から控除（天引き）する場合（事業主払込）は、

給与等の源泉徴収税額の算出に当たって、その給与等の金額か

ら社会保険料の金額と小規模企業共済等掛金の額との合計額を

控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとみ

なして計算することとなります。

●　給与天引きでなく本人が直接支払った場合（個人払込）につ

いては、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づい

て控除されることになります。

●　連合会では、「個人払込」により掛金を納付した加入者の方

に、毎年１0月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を作成し

てお送りします。「個人払込」をしている従業員（加入者）がい

る事業所は、年末調整を行う際、「小規模企業共済等掛金払込証明

書」を必ず提出するよう指導してください。

●　初回の掛金の納付が１０月以降の加入者の場合、同証明書の

発行は翌年の１月になりますので、年末調整に間に合わないと

きは、確定申告が必要になります。

●　掛金額の変更がある場合は「加入者が掛金額を変更するとき

（33頁）」を、加入者である従業員が退職した場合は、「退職

者の掛金の取扱いについて（12頁）」をご参照ください。

3.  源泉徴収について
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●加入者が退職した場合は、速やかにその旨を連合会へ届

　け出ていただかなければなりません。

　連合会では、加入者から資格の喪失等の届出がなければ、

　退職の事実を把握することができませんので、引き続き

　掛金の口座振替の処理を行います。

●「事業主払込」をなされている事業所は、退職した従業

員の掛金の引落しを止めるために、以下のようなスケジ

ュールで「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」

を事業所登録されている国民年金基金に直接提出してい

ただく必要があります。

･･ ･退職者の退職日が月末である場合
　　→「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を翌月中
　　に提出。（翌月の掛金は引落とされ、翌々月から引落し停止）

･･ ･退職者の退職日が月末でない場合
　　→「退職者に係る掛金引落停止依頼書（K－012）」を当月中
　　に提出。（掛金は、翌月から引落し停止）

4.  退職者の掛金の取扱いについて

●　退職したあとの状況によっては、個人型年金の加入者の資格

　を喪失しないケースもあります。ケースに応じて速やかにその

　旨を連合会へ届け出るよう加入者を指導してください。

ご注意いただきたいこと

5.  こんなときには届出を（届出一覧）

届出が必要なとき 届出の種類 頁
▼ ▼ ▼

1．事業主に関する事項の変更

1 18

１９

■登録事業所名称・所在地等変更届
　（K－０１９）

4 ■事業所登録廃止届（K－０２１）
　◎加入者資格喪失届（K－０１５）等登録事業所を廃止するとき

2

■加入者被保険者種別変更届
　（K－010）
■事業主の証明書が必要です。
◎登録事業所掛金引落機関情報登録・
　変更届（K－020）

第１号加入者（自営業者等
で個人型年金に加入してい
たもの）を採用することと
なったとき

4 ■加入者掛金額変更届（K－００９）加入者が掛金額を変更する
とき

（■は必須、◎は場合により必要になります。該当のページを参照してください。）

2．加入者に関する事項の変更

■登録事業所掛金引落機関情報登録・
　変更届（K－020）
■預金口座振替依頼書

2
掛金の引落口座や金融機関
を変更するとき

２０

２２

1 ■加入者登録事業所変更届（K－011）
■事業主の証明書が必要です。

加入者が他の登録事業所か
ら転職してきたとき ２５

２７

3

◎加入者資格喪失届（K－015）
◎加入者登録事業所変更届（K－011）
◎加入者被保険者種別変更届（K－010）
◎加入者掛金引落機関変更届（K－006）

加入者が退職することとな
ったとき ２９

３３

■加入者掛金納付方法変更届兼
　事業所登録申請書（K－０0８）
　◎預金口座振替依頼書

3
掛金納付の方法を変更する
とき

事業所の名称または所在地
が変わったとき
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1．Ａ企業で、個人型年金の第2号加入者等であった方が

転 職 し た 場 合 等 に 必 要 な 手 続 き

 （1）Ｂ企業に転職した場合

（2）自営業者になった場合

（3）公務員や第3号被保険者になった場合

B企業に 企業型
年金
有り

企業年金
等有り
またはなし

個人型年金加入者の
資格なし
（※1）

加入者の資格を   喪失

引続き加入者資   格あり

B企業に 企業年金
等有り

個人型年金加入者の
資格なし
（※1）

加入者の資格を   喪失
 （運用指図者と   して
　 年金資産を運   用※3）

B企業に 企業型
年金
なし

企業型
年金
なし

企業年金
等なし

Ａ企業で加入者であったが
拠出を希望する場合

Ａ企業で加入者であったが
拠出を希望しない場合

Ａ企業で運用指図者であっ
たが拠出を希望する場合

Ａ企業で運用指図者であっ
たが拠出を希望しない場合

運用指図者とな   る

新規の加入申込   

引続き運用指図   者

引続き加入者資   格あり

新規の加入申込   

運用指図者とな   る

Ａ企業で加入者であった者が拠出を希望する場合

Ａ企業で運用指図者であった者が拠出を希望する場合

Ａ企業で加入者であった者が拠出を希望しない場合

個人型年金加入者の資格なし

ここでは
○企業型年金とは、企業型確定拠出年金を指します。
○企業年金等とは、『厚生年金基金』、『確定給付企業年金』、『適格退職年金』 および
　『石炭鉱業年金基金』を指します。

加入者の資格を   喪失
 （運用指図者と   して
   年金資産を運   用※3）

加入者資格喪失届（※4）
Ｂ企業型年金への移換手続

必要な手続 申出後のステータス

加入者登録事業所変更届（※2）

加入者資格喪失届（※4）

加入者資格喪失届

個人型年金加入申出書（※2）

申出等不要

加入者被保険者種別変更届

個人型年金加入申出書

加入者資格喪失届

加入者資格喪失届（※4）

※1：Ｂ企業の企業型年金または企業年金等の対象となる場合    
※2：「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」の添付が必要
※3：要件を満たした場合、脱退一時金の請求が可能
※4：加入者資格を喪失した理由および喪失年月日を明らかにする書類の添付が必要

Ｂ企業型年金加入者

個人型年金加入者

個人型年金運用指図者

個人型年金運用指図者

個人型年金加入者

個人型年金運用指図者

個人型年金加入者

個人型年金加入者

個人型年金運用指図者

個人型年金運用指図者
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2．Ｃ企業型年金の加入者であった方が

（1）Ｂ企業に転職した場合（加入者、運用指図者）

（2）自営業者になった場合

（3）公務員や第3号被保険者になった場合

B企業に 企業型
年金
有り

企業年金
等有り
またはなし

企業型年金間の移動
（※1）

Ｃ企業型年金の加    入者資格
  喪失
   Ｂ企業型年金への    移換手続

加入者の資格なし（※1） 運用指図者とな   る（※3）

意思表示なし 申出なし（6ヶ月   経過等）

B企業に 企業型
年金
なし

企業年金
等なし

拠出を希望する場合

拠出を希望しない場合

意思表示なし

新規の加入申込   

運用指図者とな   る

申出なし（6ヶ月   経過等）

新規の加入申込   
年金資産を移換

運用指図者とし   て
年金資産を運用 （※3）

申出なし（6ヶ月   経過等）

運用指図者とな   る
（年金資産を移   換）

申出なし（6ヶ月   経過等）

個人型年金加入者の資格なし

転 職 し た 場 合 等 に

ここでは
○企業型年金とは、企業型確定拠出年金を指します。
○企業年金等とは、『厚生年金基金』、『確定給付企業年金』、『適格退職年金』  および
　『石炭鉱業年金基金』を指します。

Ｃ企業型年金の加入者資格喪失
 Ｂ企業型年金への加入・移換手続

個人別管理資産移換依頼書

自動的に資産を移換

個人型年金加入申出書（※2）
個人別管理資産移換依頼書

個人別管理資産移換依頼書

自動的に資産を移換

個人型年金加入申出書
個人別管理資産移換依頼書

個人別管理資産移換依頼書

自動的に資産を移換

※1：Ｂ企業の企業型年金または企業年金等の対象となる場合    
※2：「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」の添付が必要
※3：要件を満たした場合、脱退一時金の請求が可能    
※4：「その他の者」について

個人別管理資産移換依頼書

自動的に資産を移換

Ｂ企業型年金加入者

個人型年金運用指図者

その他の者（※4）

個人型年金加入者

その他の者（※4）

個人型年金加入者

個人型年金運用指図者

その他の者（※4）

個人型年金運用指図者

その他の者（※4）

必 要 な 手 続 き

必要な手続 申出後のステータス

●次の場合、個人別管理資産は、連合会に移換され「その他の者」となります。   
①　企業型年金の加入者の資格を喪失後６ヶ月以内に、他の企業型年金   
　　または個人型年金に個人別管理資産を移さなかった場合   
②　企業型年金が終了した場合、他の企業型年金や個人型年金へ個人別
　　管理資産を移さなかった場合
●「その他の者」となった場合、加入者でも運用指図者でもない状態となり、   
　連合会に申し出て個人型年金の加入者または運用指図者となるか、他の企業型   
　年金の加入者とならなければ運用の指図をすることができません。 

B企業に 企業型
年金
なし

企業年金
等有り

拠出を希望する場合

拠出を希望しない場合

意思表示なし

個人型年金運用指図者
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●　なお、この場合は個々の加入者から事業所の名称・所在地等

　の変更に関する届出は不要です。

●事業所の名称、所在地等が変更された場合、「登録事業

　所名称・所在地等変更届（K－０１９）」に必要事項を記

　入して、受付金融機関へ提出してください。

●加入者の掛金を給与天引きし、納付していただいている

　事業所において、掛金引落口座を変更される場合、「登録事

　業所掛金引落金融機関情報登録・変更届（K－０２０）」に

　必要事項を記入し、「預金口座振替依頼書」を添付して、受

　付金融機関へ提出してください。

事業主に関する事項の変更
①　事業所の名称または所在地が変わったとき

②　掛金の引落口座や金融機関を変更するとき1
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●変更前の納付方法により、必要な手続きが異なります。

　ケースに応じて必要な届出書等をご提出ください。

③　掛金納付の方法を変更するとき

１．  「個人払込」から「事業主払込」に変更するとき

（１） 「事業主払込」に対応する登録事業所番号が既
にある場合

・必要となる書類

「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」

　この場合、既に採番されている「事業主払込」用の登録事業所番号を

上記の変更届に記入いただき、変更申出者から受付金融機関に提出

いただくようお願いします。

（2） 「事業主払込」に対応する登録事業所番号がな
い場合

・必要となる書類

「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」

「預金口座振替依頼書」（振替口座は事業主口座）

この場合、「事業主払込」用の登録事業所番号を新たに採番する

必要があります。上記の変更届の同番号欄への記入は不要です。事業

主の署名・捺印のうえ、変更申出者から同届と「預金口座振替依頼書」

をあわせて受付金融機関に提出いただくようお願いします。

2．  「事業主払込」から「個人払込」に変更するとき

（１）「個人払込」に対応する登録事業所番号が既に
ある場合

・必要となる書類

「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」

「預金口座振替依頼書」（振替口座は個人口座）

　この場合、既に採番されている「個人払込」用の登録事業所番号を上

記の変更届に記入いただき、事業主の署名・捺印のうえ、変更申出者

から同届と「預金口座振替依頼書」をあわせて受付金融機関に提出

いただくようお願いします。

（２）「個人払込」に対応する登録事業所番号がない
場合

・必要となる書類

「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」

「預金口座振替依頼書」（振替口座は個人口座）

この場合、「個人払込」用の登録事業所番号を新たに採番する必

要があります。上記の変更届の同番号欄への記入は不要です。事業主

の署名・捺印のうえ、変更申出者から同届と「預金口座振替依頼書」を

あわせて受付金融機関に提出いただくようお願いします。



④　登録事業所を廃止するとき

●状況により、必要な手続きが異なります。

１．  企業の合併（相手方が存続会社）

（１） 企業年金等の制度を実施していない事業所と合併
　　する場合

●　「事業所登録廃止届（K－０２１）」に、必要事項を記入し、

受付金融機関へ提出してください。

●　合併後の新会社（以下、「新会社」という）に移行する

加入者が、引き続き加入者でいるためには、新会社が作成

する次の書類の提出が必要です。

　・「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書

（K－101）」

事業主払込を行っていた場合で、合併先の事業所が個人払込

の場合は、加入者一人一人の「加入者掛金引落金融機関変更

届（K－006）」を取りまとめて提出してください。

なお、個々の加入者による「加入者登録事業所変更届（K－

011）」の提出は不要です。

●　「事業所登録廃止届」と「事業所登録申請書兼第2号加入

者に係る事業主の証明書」（加入者人数分）の提出は、受

付金融機関に一括で提出してください。

なお、事業所の合併に伴い、掛金の納付方法を事業主払込

から個人払込へ変更することとなる場合、「加入者掛金引

落金融機関変更届」（加入者人数分）をあわせて受付金融

機関に一括で提出してください。
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（２） 企業型年金を実施している事業所と合併する場合

●　「事業所登録廃止届（K－０２１）」に、必要事項を記入し、

受付金融機関へ提出してください。

●　この場合、合併先の企業において、企業型年金の対象と

なる方は、個人型年金の加入者の資格を喪失します。速や

かに「加入者資格喪失届（K－０１５）」を加入者の資格を

喪失した理由および喪失年月日を明らかにする書類を添付

して受付金融機関に提出するよう指導してください。

●　なお、この場合、これまで積み立てた資産と記録を合併先企

業の企業型年金の方へ移さなければなりません。詳細の手続に

関しては、合併先の企業にお問い合わせください。

●　一方、合併先の企業において、企業型年金の加入者になれない方は、

個人型年金の加入者として引き続き掛金の拠出および運用の指図を行

うことができます。ただし、掛金の拠出を継続する場合、合併先の企業が

記入した「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明

書」の提出が必要です。合併先の事業所の担当部署と連絡をとり、適

切に手続きしてください。

（３） 厚生年金基金や適格退職年金などの企業年金制
度を実施しており、企業型年金を実施してい
ない事業所と合併する場合

●　「事業所登録廃止届（K－０２１）」に、必要事項を記入し、

受付金融機関へ提出してください。
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２．  企業年金制度の導入等
●　貴事業所において企業型年金や、厚生年金基金などの企業
年金制度を導入されることとなり、加入者全員がその制度の対
象となる場合は、「事業所登録廃止届（K－０２１）」に、必要事
項を記入し、受付金融機関へ提出してください。
●　また、この場合、制度の対象となる加入者は、個人型年金の加
入者の資格がなくなりますので、速やかに「加入者資格喪失届
（K－０１５）」を加入者の資格を喪失した理由および喪失年月日
を明らかにする書類を添付して受付金融機関に提出するよう指
導してください。
●　なお、制度の対象とならない加入者がいる場合には、その加
入者は引き続き個人型年金に加入することができますので、上
記の「事業所登録廃止届（K－０２１）」は提出不要です。

●　この場合、合併先の企業において企業年金制度の対象とな
る方は、個人型年金の加入者の資格がなくなりますので、速や
かに「加入者資格喪失届（K－０１５）」を加入者の資格を喪失
した理由および喪失年月日を明らかにする書類を添付して受付
金融機関に提出するよう指導してください。
●　一方、合併先の企業において企業年金制度の対象とならな
い方は、個人型年金の加入者として引き続き掛金の拠出および
運用の指図を行うことができます。ただし、掛金拠出を継続する
場合、合併先の企業が記入した「事業所登録申請書兼第２号
加入者に係る事業主の証明書」の提出が必要です。

　合併先の企業の担当部署と連絡をとり、適切に手続きしてください。

●　加入者が転職後の企業において引き続き個人型年金の加入

者として掛金の拠出を続けるためには、新しい職場（事業所）の

「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書」

（「個人型年金の加入申込と事業主証明書について（５頁から８

頁）」を参照してください。）が必要です。

加入者に関する事項の変更
①　加入者が他の登録事業所から転職してきたとき

２

●　企業の従業員である加入者（第２号加入者）は、勤め先を退

　職することにより、ただちに個人型年金加入者の資格を喪失す

　ることになるわけではありません。

●　新しい勤め先（事業所）において、引き続き個人型年金の加

　入者としての資格要件を満たしていれば、加入者として掛金の

　拠出を続けることができます。

●　連合会は、転職した加入者の新しい勤め先の情報がなければ、

　掛金を収納することができません。

●　加入者は、「加入者登録事業所変更届（K－０１１）」を受付金融機

関に提出しなければなりませんが、この届出に「事業所登録申請書兼

第２号加入者に係る事業主の証明書」の添付が必要となります。

ご注意いただきたいこと

●　加入者から各種変更届（29頁から32頁ご参照）の提出が必要
な旨、指導してください。

ご注意いただきたいこと
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●　転職して来られた従業員が、前の企業でも個人型年金の加入

者であった場合、速やかに「加入者登録事業所変更届（K－０１１）」

を提出するよう指導していただくとともに、「事業所登録申請

書兼第２号加入者に係る事業主の証明書」を発行していただく

ようご協力をお願いします。

●　加入者は、国民年金の被保険者資格の種別が変更（このケー

　スでは第１号被保険者から第２号被保険者）になります。

●　連合会での資格確認の結果、日本年金機構の記録と一致しな

い場合、掛金の引落が停止されます。加入者は速やかに「加入

者被保険者種別変更届（K－０１０）」を提出しなければ、掛金

の拠出を続けることができなくなります。

●　採用された従業員が、第１号加入者であった場合、速やかに「加

　入者被保険者種別変更届」を提出するよう指導していただくと

　ともに、「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証

　明書」を提出していただくようご協力をお願いします。

ご注意いただきたいこと

●　当該加入者が引き続き加入者として掛金の拠出を続け

て行くためには、勤務先の「事業所登録申請書兼第２号

加入者に係る事業主の証明書」（「個人型年金の加入申

込と事業主証明書について（５頁から８頁）」を参照し

てください。）が必要です。

②　第１号加入者（自営業者等で個人型年金に
　　加入していた方）を採用したとき
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●　このケースの場合、これまで個人型年金で積み立ててきた年

　金資産（個人別管理資産）は、転職先の企業年金制度へ移すこ

　とはできません。

●　原則、個人型年金の「運用指図者」として、受給開始年齢に

達するまでの間、自らの判断によって個人別管理資産を運用す

ることになります。

●　一定の要件を満たす場合に限り、脱退一時金を請求すること

ができます。詳細は、運営管理機関へお尋ねください。

ご注意いただきたいこと

●　なお、第１号加入者であったときに、第２号加入者の拠出限

　度額である月額２３,０００円を超える掛金を拠出していた場合は、

　第２号加入者として２３,０００円以内に収まるよう、掛金額の変

　更も同時に行わなければなりません。被保険者資格種別の変更

　に伴う掛金額の変更は、「加入者被保険者種別変更届（K－０１０）」

　で手続きすることができます。

●　変更後の掛金納付方法が事業主払込の場合で、事業主払込が

事業主にとって初めての場合は、「登録事業所掛金引落機関情

報登録・変更届（K－０20）」もあわせて提出してください。

●退職したあとの状況により、必要な手続きが異なります。

　それぞれの場合に応じて、退職した加入者が適切に届出

　をするよう指導してください。

③　加入者が退職することとなったとき

１．  転職先に企業年金（厚生年金基金・適格退職年
　  金など）の制度があり、その対象者となる場合

●　個人型年金の加入者の資格がなくなりますので、速や

かに「加入者資格喪失届（K－０１５）」を加入者の資格

を喪失した理由および喪失年月日を明らかにする書類を添付

して受付金融機関に提出するよう指導してください。
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２．  転職先に企業型年金の制度があり、その対象者
　  となる場合

●　個人型年金の加入者の資格がなくなりますので、速やかに

「加入者資格喪失届（K－015）」を加入者の資格を喪失し

た理由および喪失年月日を明らかにする書類を添付して受付

金融機関に提出するよう指導してください。

５．  自営業者になる場合

●　引き続き個人型年金の加入者として掛金を拠出するこ

とができます。

●　ただし、国民年金の被保険者資格の種別が、第２号被

保険者から第１号被保険者に変わりますので、速やかに

「加入者被保険者種別変更届（K－０１０）」を受付金融

機関に提出するよう指導してください。

●　なお、これまで給与天引きによって掛金を納付していた場合は、

　第１号加入者となったとき、加入者本人名義の個人の口座からの口

　座振替によって掛金を納付することになりますので「口座振替依頼

　書」を添付して、「加入者掛金引落機関変更届（K－００６）」を

　受付金融機関に提出するよう併せて指導してください。

●　なおこの場合は、これまで積み立てた資産を転職先の企業型

　年金の方へ移さなければなりません。手続の詳細に関しては、

　転職先の企業型年金の実施事業所で問い合わせるよう指導して

　ください。

ご注意いただきたいことご注意いただきたいこと

３．  国家公務員または地方公務員ならびに私立学校
　  の教職員となる場合

●　個人型年金の加入者の資格がなくなりますので、速やかに

「加入者資格喪失届（K－０１５）」を加入者の資格を喪失

した理由および喪失年月日を明らかにする書類を添付して受

付金融機関に提出するよう指導してください。

４．  転職先の企業に企業年金も企業型年金もない
　  場合

●　引き続き個人型年金の加入者として掛金を拠出するこ

とができます。

●　転職先の「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業

主の証明書」を添付して、「加入者登録事業所変更届（K－

０１１）」を受付金融機関に提出するよう指導してください。

●　このケースの場合、「運用指図者」として、これまでに積み立てた年金

資産（個人別管理資産）を受給開始年齢に達するまで、運用することに

なります。

●　一定の要件を満たす場合に限り、脱退一時金を請求することができ

ます。詳細は、運営管理機関へお尋ねください。
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６．給与所得者の被扶養配偶者（第３号被保険者）
　　なる場合

●　国民年金の第３号被保険者は、制度の対象外となりま

すので、個人型年金加入者の資格がなくなります。速や

かに「加入者資格喪失届（K－０１５）」を加入者の資格

を喪失した理由および喪失年月日を明らかにする書類を

添付して受付金融機関に提出するよう指導してください。

●　加入者は、毎年４月から翌年３月までの間で年１回に限り、

　掛金額を変更することができます。

●　加入者が掛金額を変更したい場合は、「加入者掛金額変更届

（K－００９）」を受付金融機関に提出することになりますが、

「事業主払込」を行っている場合、給与天引きの関係上、加入

者から事業主の方に対しても、掛金額変更の報告が必要です。

●　受付金融機関へ提出する「加入者掛金額変更届」の写しを給

　与担当の部署へ提出するなどの社内ルールで対応していただく

　ことが必要となります。

④　加入者が掛金額を変更するとき
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●国民年金基金一覧 （平成23年4月1日現在）

千代田区九段南２丁目４番４号　 ハリファックス九段ビル ８Ｆ

（平成23年4月15日から）東京都千代田区平河町2－7－9　JA共済ビル 13F

中央区日本橋本石町３－２－１２

豊島区巣鴨１－６－１２　 マグノリアビル ２Ｆ

千代田区内神田１－１－１２　 コープビル ８Ｆ

新宿区四谷３－３－１ 　富士・国保連ビル ８Ｆ

品川区大崎１－１１－８　日本税理士会館 ５Ｆ

文京区音羽１－１５－１５　 シティ音羽 ２階 ２０５号

新宿区本塩町９番地３ 　司法書士会館 ４Ｆ

千代田区霞が関１－１－３　 弁護士会館 １４Ｆ

千代田区外神田４丁目１２番７号 　双栄ビル ８Ｆ

中野区弥生町5丁目6番6号 個人タクシー会館 4階

千代田区九段南４－４－9　ニッキン第2ビル 8Ｆ

港区三田１－３－３７　 板金会館 ４Ｆ

港区西新橋１－６－１１　 西新橋光和ビル ５Ｆ

千代田区有楽町1－12－1 新有楽町ビル321区 （社）日本損害保険代理業協会内

千代田区神田神保町２－4 　麺業会館4Ｆ

職　　能　　型 〒 所　　　　　在　　　　　地 電 話 番 号 Ｆ　Ａ　Ｘ

１０２-００７４

102-0093

１０３-００２１

１７０-０００２

１０１-００４７

１６０-０００４

１４１-００３２

１１２-００１３

１６０-０００３

１００-００１３

１０１-００２１

164-0013

102-0074

１０８-００７３

１０５-０００３

100-0006

１０１-００５１

０３-３２６２-９２９４

03-3221-8131

０３-６２２５-４８７８

０３-５９７６-２１２１

０３-３２９４-９８６９

０３-３３５２-７５５８

０３-５４３５-０８２１

０３-３９４３-９６９１

０３-３３４１-２５６１

０３-３５８１-３７３９

０３-３２５３-０７０１

０３-5342-9770

０３-３５１５-１１７０

０３-５４４３-２５８１

０３-３５０４-１７１０

03-6268-0011

０３-３２６２-３４８４

０３-３２６２-９２９８

03-5275-0397

０３-６２２５-４８７９

０３-５９７６-２２１０

０３-３５１８-６８７７

０３-３３５２-７２５７

０３-５４３５-０８２２

０３-３９４３-９６９２

０３-３３４１-４１３０

０３-３５８１-３７２０

０３-３２５３-０７０２

０３-5328-0732

０３-５２２６-３３６５

０３-５４４３-６０４５

０３-３５０４-１７３０

03-6268-0012

０３-３２６２-３４８２

歯 科 医 師

全 国 農 業 みどり

全国社会保険労務士

日本医師・従業員

漁 業 者

日 本 薬 剤 師

日 本 税 理 士

土地家屋調査士

司 法 書 士

日 本 弁 護 士

日本柔道整復師

全国個人タクシー

公 認 会 計 士

全 国 板 金 業

日 本 建 築 業

全国損害保険代理業

日本麺類飲食業

●国民年金基金一覧

札幌市中央区北１条西５丁目３番地　 北一条ビル ４Ｆ

青森市本町１丁目４－１７　三井生命青森ビル　２F

盛岡市菜園１丁目３番６号　 農林会館ビル ９Ｆ １号

仙台市青葉区二日町１３－１８　 ジブラルタ生命仙台二日町ビル ７Ｆ

秋田市中通１丁目４番３２号　 秋田センタービル ５Ｆ

山形市香澄町２丁目８番１８号　 第７近宣ビル ４Ｆ

福島市中町１番１９号 　中町ビル ５Ｆ

水戸市大町３丁目４番３６号　 大町ビル ３Ｆ

宇都宮市昭和1ー7ー10　 東昭ビル4階

前橋市本町１丁目４番４号　 損保ジャパン前橋ビル ５Ｆ

さいたま市浦和区岸町７－１１－２ 　松栄浦和ビル ２Ｆ

千葉市中央区本千葉町１０番２３号 　

新宿区歌舞伎町２－４４－１　 東京都健康プラザ １５Ｆ

横浜市中区花咲町１－５ 　第１東商ビル ４Ｆ

新潟市中央区東大通２丁目２番１８号　 タチバナビル ５Ｆ

富山市総曲輪２丁目１番３号　 富山商工会議所ビル別館 ６Ｆ

金沢市本町１－５－２　 リファーレ ８Ｆ

福井市西木田２丁目８－１ 　福井商工会議所ビル ３Ｆ

甲府市丸の内２丁目１４番１３号 　ダイタビル ６Ｆ

長野市西後町１５９７－１　 長野朝日八十二ビル ４Ｆ

岐阜市薮田東１丁目２番２号 　岐阜県建設会館  ２Ｆ

静岡市駿河区南町１８－１　 サウスポット静岡 ５Ｆ

名古屋市中区栄２丁目１０番１９号　 名古屋商工会議所ビル　９Ｆ 

津市広明町１１２－５　 第３いけだビル ５Ｆ

大津市梅林１－３－１０　 滋賀ビル ７Ｆ

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町８０番地　京都産業会館２階

大阪市天王寺区上本町６丁目６番２６号 　上六光陽ビル ５Ｆ

神戸市中央区浜辺通５丁目１－１４　 神戸商工貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ １０Ｆ １００９号室

奈良市大宮町４丁目２５５　 まつもりビル ２　３０２号室

和歌山市吹上２丁目１番２２号　 和歌山県日赤会館 ６Ｆ

鳥取市末広温泉町160番地　日交本通りビル3階

松江市殿町８番地３　島根県市町村振興センター５F

岡山市北区表町１－５－１　岡山シンフォニービル １０Ｆ

広島市東区光町１丁目１０番１９号　 日本生命広島光町ビル ４Ｆ

山口市大手町３番６号 　大手町ビル ３Ｆ

徳島市南昭和町１－２３ 　三谷第一ビル ２Ｆ

高松市宮脇町１丁目１番２３号 　帝大ビル ６Ｆ

松山市一番町１丁目１４－１０　 井手ビル ５Ｆ

高知市菜園場町１番２１号　 四国総合ビル ８Ｆ

福岡市博多区博多駅前１－１－１　 博多新三井ビル １１Ｆ

佐賀市松原１丁目２番３５号　 佐賀商工会館西別館

長崎市桜町４番１号 　長崎商工会館ビル １Ｆ

熊本市水前寺公園１４番２２号 　パークビル 7Ｆ

大分市府内町２丁目２番１号 　名店ビル ２Ｆ

宮崎市高千穂通１－６－３８　 ニッセイ宮崎ビル ３Ｆ

鹿児島市金生町７番８号 　鹿児島金生町ビル ４Ｆ

那覇市旭町116番地37　自治会館3階

地　域　型 〒 所　　　　　在　　　　　地 電 話 番 号 Ｆ　Ａ　Ｘ

（平成23年4月1日現在）

０６０-０００１
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９８０-０８０２

０１０-０００１

９９０-００３９

９６０-８０４３

３１０-００６２

３２０-００32

３７１-００２３

３３０-００６４

２６０-００１４

１６０-００２１

２３１-００６３

９５０-００８７

９３０-００８３

９２０-０８５３

９１８-８００４

４００-００３１

３８０-０８４５

５００-８３８２

４２２-８０６７

４６０-０００８

５１４-０００６

５２０-００５１

６０0-8009

５４３-０００１

６５１-００８３

６３０-８１１５

６４０-８１３７

680-0833

６９０-０887

７００-０８２２

７３２-００５２

７５３-００７２

７７０-０９４４

７６０-０００５
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７８０-０８２３

８１２-００１１

８４０-０８３１
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８６２-０９５６

８７０-００２１

８８０-０８１２
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900-0029

０１１-２３２-６７７１
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０１９-６５２-４８１４
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０４５-２４２-１９０７

０２５-２４５-９３４５

０７６-４２２-７５５８

０７６-２２４-５５５１

０７７６-３３-１６６０

０５５-２３５-１０８３

０２６-２３２-６５９１
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０７４２-３６-５７６１
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０８５２-２４-１６１１

０８６-２２５-７１２２
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岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県
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